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ｄカード利用規約（会員規約）（カード会員番号が「4980」、「5302」、又は「5334」からはじまる d カードにかかるｄカード利用規約（会員規約）） の一部改正 

［改正］ ［現行］ 

第１部 一般条項 

第１章～第２章（略） 

 

〈第３章 d カードサービスに関する管理等〉 

第１節 ケータイ iD サービスに関する管理等 

第１５条～第１７条（略） 

第１８条（ケータイ iD 会員番号の再付与） 

１ 当社は、以下の各号のいずれかの事由がある場合で当社が必要と認める場合には、会

員に対し、ケータイ iD 会員番号を再付与します。この場合、従前のケータイ iD 会員番号は

失効します。 

（１）前条第３項に定める事由があるとき  

（２）～（７） （略） 

２ 会員は、前項に定める当社によるケータイ iD 会員番号の再付与の手続完了後、当社

指定アプリを利用してケータイ iD 利用端末又はその他対応機器に、再付与を受けたケータ

イ iD 会員番号のカード情報（以下「新しいカード情報」といいます）の設定を行うことができ

ます。会員が、引き続きケータイ iD サービスの利用を継続したいときは、当社指定アプリを利

用してケータイ iD 利用端末又はその他対応機器に、新しいカード情報の登録を行ってくださ

い。 

３ 第１５条第１項に基づきカード情報の登録を完了している会員は、第１項に定める当

社によるケータイ iD 会員番号の再付与の手続完了後、前項に定める新しいカード情報の

登録の如何にかかわらず、当社指定の方法によりケータイ iD 利用端末又はその他対応機

器から速やかにケータイ iD に登録されている従前のカード情報を削除してください。また、会

員は、第１項第６号に定める事由に該当する場合であって、当該事由が生じることを知っ

たときは、当社指定の方法により、速やかにケータイ iD のカード情報を削除してください。従

第１部 一般条項 

第１章～第２章（略） 

 

〈第３章 d カードサービスに関する管理等〉 

第１節 ケータイ iD サービスに関する管理等 

第１５条～第１７条（略） 

第１８条（ケータイ iD 会員番号の再付与） 

１ 当社は、以下の各号のいずれかの事由がある場合で当社が必要と認める場合には、会

員に対し、ケータイ iD 会員番号を再付与します。この場合、従前のケータイ iD 会員番号は

失効します。 

（１）前条第 2 項に定める事由があるとき  

（２）～（７） （略） 

２ 当社は、前項に基づきケータイ iD 会員番号を再付与したときは、その旨を本会員の

契約申込み時の届出住所又は住所変更の届出がされた場合の変更後住所（以下併せ

て「届出住所」といいます）宛に通知し又は当社指定の方法により通知します。なお、家族

会員用のケータイ iD 会員番号の再付与に関する通知を受けた本会員は、当該家族会

員にその旨を通知してください。 

 

３  第１５条第１項に基づきカード情報の登録を完了している会員は、前項の通知（家

族会員の場合は本会員からの通知）を受けたときは、当社指定の方法により、速やかにケ

ータイ iD に登録されている従前のカード情報を削除してください。また、会員は、第１項第

６号に定める事由に該当する場合であって、当該事由が生じることを知ったときは、当社指

定の方法により、速やかにケータイ iD のカード情報を削除してください。従前のカード情報を

削除せず、第三者に不正にケータイ iD サービスを利用されてしまった場合でも、d カード利
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前のカード情報を削除せず、第三者に不正にケータイ iD サービスを利用されてしまった場合

でも、d カード利用代金は、第１６条第４項に基づき本会員にお支払いいただくことになり

ますのでご注意下さい。 

 

 

 

第１９条～第２０条（略） 

第２１条（カード情報のお預入れ機能） 

１・２（略） 

３ お預入れ機能は、カード情報が当社のサーバ又は新携帯電話端末等に完全に移行さ

れることを保証するサービスではなく、カード情報を移行する際の通信環境・通信状況によっ

ては、移行が完了せずカード情報が消失してしまう場合があります。この場合、会員は、当社

指定の方法に従い、第１８条第１項に定めるケータイ iD 会員番号の再付与を希望する

旨を当社に申し出ていただき、第１８条第２項及び第３項に定める手続きを行っていただ

く必要があります。 

４（略） 

第２２条（略） 

第２節・第３節（略） 

 

第４章（略） 

 

〈第５章 期限の利益の喪失・利用停止・契約の終了・提供中止等〉 

第３８条・第３９条（略） 

第４０条（当社の解約による契約終了） 

１ 当社は、会員が以下の各号のいずれかに該当した場合には、何らの通知又は催告等を

行わずに d カード契約を解約してこれを終了させることができます。 

用代金は、第１６条第４項に基づき本会員にお支払いいただくことになりますのでご注意

下さい。 

 

４ ケータイ iD サービスの利用を希望する会員は第２項の通知（家族会員の場合は本

会員からの通知）を受けたときは、再度新しいカード情報について当社指定アプリを利用し

てカード情報の登録を行ってください。 

第１９条～第２０条（略） 

第２１条（カード情報のお預入れ機能） 

１・２（略） 

３ お預入れ機能は、カード情報が当社のサーバ又は新携帯電話端末等に完全に移行さ

れることを保証するサービスではなく、カード情報を移行する際の通信環境・通信状況によっ

ては、移行が完了せずカード情報が消失してしまう場合があります。この場合、会員は、当社

指定の方法に従い、ケータイ iD 会員番号の再付与を希望する旨を当社に申し出ていただ

き、第１５条に定める利用準備を行っていただく必要があります。 

 

４（略） 

第２２条（略） 

第２節・第３節（略） 

 

第４章（略） 

 

〈第５章 期限の利益の喪失・利用停止・契約の終了・提供中止等〉 

第３８条・第３９条（略） 

第４０条（当社の解約による契約終了） 

１ 当社は、会員が以下の各号のいずれかに該当した場合には、何らの通知又は催告等を

行わずに d カード契約を解約してこれを終了させることができます。 
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（１）～（６）（略） 

（７）第２４条第３項の本会員の d カードの再発行がなされないままカード会員番号の

有効期限満了の日が経過したとき 

 

（８）～（１５）（略） 

２（略） 

第４１条～第４３条（略） 

 

第６章（略） 

 

第２部 ショッピングサービス（略） 

 

第３部 キャッシングサービス（略） 

 

附則（２０２４年２月２６日） 

１ この改定規約は２０２４年２月２９日より実施します。 

 

【別紙】（略） 

（１）～（６）（略） 

（７）第１７条第２項に基づく当社からの通知がなされないままケータイ iD 会員番号の

有効期限満了の日が経過し、または第２４条第３項の本会員の d カードの再発行がなさ

れないままカード会員番号の有効期限満了の日が経過したとき 

（８）～（１５）（略） 

２（略） 

第４１条～第４３条（略） 

 

第６章（略） 

 

第２部 ショッピングサービス（略） 

 

第３部 キャッシングサービス（略） 

 

 

 

 

【別紙】（略） 

 

 

 

 


